
  令和    年   月   日 

（宛先） 

 西東京市長 殿 

 

西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付申請・実績報告兼請求書 

                    

氏名  

                       

住所 

電話番号 

請求書発行責任者 

担当者 

メールアドレス  

 

 西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付要綱の規定により、助成金の交付を受け

たいので、次のとおり交付申請及び実績報告を行い請求します。 

また、助成金の交付決定に必要な範囲で、申請者にかかる住民基本台帳の記録情報及び市税の納

税状況を照会し確認することに同意します。 
 

交付請求額     ０ ０ ０  

対象機器 ＬＥＤ照明器具 

国または都の補助制

度利用の有無 

□無・□有 ➡ 有の場合は補助金の内容を記載してください 

内容：補助金の名称（       ）・交付決定金額（      円） 

賃貸物件に設置する

場合のみ同意の有無 

□賃貸物件に設置するため、所有者の同意を得ています。 

※当該同意に関するトラブルについて市は責任を負いません。 

※訂正時に修正液・修正テープは使用不可。二重線と訂正印を使用し、申請者名の横に訂正印と同じ印を
押してください。ただし、請求金額については訂正ができません。改めて申請書の記入が必要です。 

  

 

振込指定口座 

口座
名義 

（カナ） 

 

 

金融機関（ゆうちょ銀行以外） 

    

預金 

種別 

１ 普通 
２ 当座 

口座

番号        

ゆうちょ銀行 

通帳記号 
１ 普通 
２ 当座  １    ０ 

  
通帳番号 

 
       １ 

申請者 
(法人名・代表者名/個人事業主氏名) 

金 円 

 

※裏面のチェックリストを必ずご確認ください。       

銀行名 支店名 

（1 か 2 に○） ※右詰め 

（漢字等） 

※申請者と同一口座のみ指定可 

※右詰め 

（1 か 2 に○） 

， 



提出書類チェックリスト ※必ずご確認のうえ、提出してください。 

共通 

□西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付申請・実績報告兼請求書（市指

定書式） 
 

□新旧照明器具比較表（市指定書式） 
 

□中小企業者等であることを確認できる書類 

【法人の場合】 

・発行後３か月以内の商業・法人登記簿謄本（現在事項証明書または履歴事項証明書） 

・募集要項Ｐ２「助成対象者と要件」の表において、資本金規模を超えている場合のみ、

従業員数が確認できる書類（法人事業概況説明書の写し、労働保険概算など）の提出が必

要です。 
 

【個人事業主の場合】 

・直近の確定申告書（受付印または電子申告の受信通知のあるもの） 
 

□市内に事業所を有していることを確認できる書類 

・光熱水費の請求書の写し、賃貸借契約書の写しなど 

 ※登記簿とは別に、事業所の所在及び実態が確認できる書類が必要です。 
 

□領収書の写し 

・申請者名が記載された領収書を提出してください。 

・但し書きまたは領収書の明細部分に、購入した内容の記載が必要です。 

（例）ＬＥＤ照明器具代として 

・領収書にＬＥＤ照明器具 1台あたりの単価の記載がない場合は、別途、明細書等を添付

してください。 
 

□設置前・後の写真 

・照明器具を交換したことが分かるように、同じ位置(アングル)で設置前後の撮影をして

ください。 

・設置前後の写真に、設置場所ごとに同一の番号を明記してください。 

（例：№1事務室設置前 №1事務室設置後、№2会議室設置前 №2会議室設置後） 

・設置前後の状況が分かる鮮明な画像であれば、用紙や写真の大きさは問いません。 

 

不動産賃貸業を営んでいて、住宅用途以外の賃貸物件に設置する場合のみ  

□所有者確認書類 

・市内の対象機器の設置場所で不動産収入を得ていることが確認できるもの 

（例）固定資産税の課税明細書、青色申告決算書（不動産所得の収入内訳書含む） 

※集合住宅（共有部分、居室）に設置する場合は、別制度があります。 
 

【誓約事項】 

□私は、「西東京市地球温暖化対策助成金（ＬＥＤ照明器具）交付申請書・実績報告兼請求書」 

を提出するにあたり、次の内容について誓約します。 

１ 西東京市が実施する関係書類の提出指導、検査・報告・是正のための求めがあった場

合、これに応じます。 

２ 代表者、役員又は従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77号）に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当し

ません。また、上記の暴力団員等が経営に実質的に関与していません。  
 

【担当使用欄】 □ 新旧照明器具比較表 
□ 中小企業者等であることを確認できる書類 
□ 領収書の写し 
□ 設置前・後の写真 
□ 所有者確認書類（不動産賃貸業を営む該当者のみ） 

 

【受付者】 


